○南陽市生ごみ堆肥化処理器設置補助金交付要綱
平成12年3月28日
告示第20号
(目的)
第1条　この要綱は、一般家庭から排出される生ごみの減量及び堆肥化による土壌還元・有効利用を促進するため、生ごみ堆肥化処理容器及び生ごみ処理機器(以下「処理器」という。)を設置しようとする者に対し、購入設置費の一部を補助することにより、ごみの減量化及び再資源化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条　この要綱において、「生ごみ堆肥化処理容器」とは、生ごみを地中又は、微生物及び小動物の活動を利用して堆肥化することを目的として製造された容器をいう。
2　この要綱において「生ごみ処理機器」とは、生ごみを機械等の利用により処理し、堆肥化及び減量化することが可能な機器をいう。
(補助対象者)
第3条　市長は、次に掲げる要件を満たす者であつて、第14条の規定により市長の指定を受けた販売業者(以下「指定販売業者」という。)から処理器を購入し設置した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1)　市内に住所を有し、かつ、居住していること
(2)　処理器を設置することができる土地を所有し、又は使用していること
(3)　自己の責任において処理器を設置し、適切に維持管理することができること
(補助金の額等)
第4条　補助金の額は、次の各号に掲げる額とする。ただし、処理器の再購入については、処理器が破損し、使用に耐えないと市長が認る場合を除き、購入から5年を経過した後でなければ、補助対象となることができない。
(1)　生ごみ堆肥化処理容器1基につき3,000円を限度に消費税抜き購入価格の2分の1とし、一世帯当たり2基までとする。
(2)　生ごみ処理機器1基につき10,000円を限度に消費税抜き購入価格の3分の1とし、1世帯当たり1基までとする。
(補助の申請)
第5条　補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南陽市生ごみ堆肥化処理器設置補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(補助金申請期間)
第6条　補助金申請期間は、毎年4月1日から同年11月末日までとする。
(交付決定)
第7条　市長は、第5条の申請書が提出されたときは、その内容を審査して補助の可否を決定し、南陽市生ごみ堆肥化処理器設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(処理器の設置)
第8条　前条の規定による交付決定通知を受けた者(以下「決定者」という。)は、すみやかに指定販売業者から処理器を購入し設置するものとする。
(実績報告)
第9条　決定者は、前条の規定により処理器を購入し設置したときは、すみやかに南陽市生ごみ堆肥化処理器設置実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出するものとする。
2　市長への提出は、指定販売業者を通じて行うものとする。
(補助金請求等の委任)
第10条　決定者は、前条の規定による実績報告書を提出したときは、指定販売業者に対し、委任状(様式第4号)により補助金の請求及び受領についての一切の事務を委任するものとする。
(補助金の交付請求)
第11条　前条の規定により委任を受けた指定販売業者は、市長に対し、南陽市生ごみ堆肥化処理器設置補助金交付請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)に必要な書類を添付して、補助金の交付をうけるものとする。
2　前項の請求は、1カ月ごとに一括して行い、前月分を翌月の15日まで請求するものとする。
(補助金の交付)
第12条　市長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、請求の内容が適正であると認められる場合はすみやかに補助金を交付するものとする。
2　補助金は、口座振込により交付するものとする。
(補助金の取消し等)
第13条　市長は、決定者又は補助金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の交付を取消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
(1)　この要綱の規定に違反したとき
(2)　虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたことが明らかとなつたとき
(販売業者の指定)
第14条　市長は、この要綱の目的を達成するに当たり、補助金交付等の事務を円滑に行うため、第2条に規定する処理器の販売店の意見を聴取し、次の各号に掲げる要件に該当する者を処理器の販売業者として指定する。
(1)　市内に本社または店舗があること、又は衛生組合組織の環境衛生物資の斡旋を行つたことがあること。
(2)　購入者から希望があつたときは、原則として処理器を宅配することができること
(3)　購入者の求めに応じ、処理器の設置、使用及び維持管理の方法について責任をもつて対応及び指導ができること
(4)　第10条の規定により決定者から委任された事務を適正に処理することができること
(5)　市民が購入しやすい価格で処理器を提供できること
(6)　市の物品納入指名競争入札参加登録業者であること
2　前項の指定を受けようとする者は、南陽市生ごみ堆肥化処理器販売業者指定申請書(様式第6号)に次の各号に掲げる書類を添付し市長に提出しなければならない。
(1)　法人にあつては商業登記簿謄本
(2)　個人にあつては住民票の写し
(3)　印鑑証明書
(4)　その他市長が必要と認める書類
3　市長は、前項の規定による指定の申請があつたときは、その内容を審査し、第1項各号に規定する要件に適合すると認めた場合は、南陽市生ごみ堆肥化処理器販売業者指定通知書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。
(指定販売業者の取消し)
第15条　市長は、指定販売業者が次の各号の一に該当すると認めるときは、処理器の販売業者の指定を取り消すことができる。
(1)　虚偽の申請その他不正の手段を行使しようとし、又は行使したことが明らかになつたとき
(2)　前条第1項各号に掲げる要件に該当しなくなつたとき
(設置者の義務)
第16条　この要綱に基づき補助金の交付を受け処理器を設置した者は、その処理器を常に良好な状態に保持できるよう維持管理を行い、悪臭、害虫等により近隣の居住者に迷惑をかけないよう努めなければならない。
附　則
(施行期日)
1　この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
(南陽市生ごみ堆肥化容器設置補助金交付要綱の廃止)
2　南陽市生ごみ堆肥化容器設置補助金交付要綱(平成8年4月1日告示第22号)は廃止する。
様式第1号
	　南陽市長　　　　　　　殿
	№

	
	平成　　年　　月　　日


南陽市生ごみ堆肥化処理器設置補助金交付申請書
　南陽市生ごみ堆肥化処理器設置補助金交付要綱第5条の規定により生ごみ堆肥化処理器設置補助金の交付を申請します。
	申請者
	住所
	南陽市
	町名
	価格負担額

	
	
	
	
	個人負担
円

	
	氏名
	印
	電話
	

	
	
	
	
	市補助金
円

	メーカー名
容量等
購入基数
価格
	製造メーカー(　　　　　　　　　　)

容量又は1日処理能力(　　　　　　　)

購入基数(　　　　　　基)

価格(　　　　　　円)
	

	
	
	取扱業者名


様式第2号
	
	№

	
	平成　　年　　月　　日


南陽市生ごみ堆肥化処理器設置補助金交付決定通知書
　南陽市生ごみ堆肥化処理器設置補助金交付要綱第5条の規定により申請のありました南陽市生ごみ堆肥化処理器設置補助金の交付について決定しましたので通知します。
南陽市長　　　　　　　　　　印　　　
	申請者
	住所
	南陽市
	町名
	価格負担額

	
	
	
	
	個人負担
円

	
	氏名
	印
	電話
	

	
	
	
	
	市補助金
円

	メーカー名
容量等
購入基数
価格
	製造メーカー(　　　　　　　　　　)

容量又は1日処理能力(　　　　　　　)

購入基数(　　　　　　基)

価格(　　　　　　円)
	

	
	
	取扱業者名


様式第3号
	　南陽市長　　　　　　　殿
	№

	
	平成　　年　　月　　日


南陽市生ごみ堆肥化処理器設置実績報告書
　標記について、南陽市生ごみ堆肥化処理器設置補助金交付要綱第9条の規定により、下記のとおり報告いたします。
	申請者
	住所
	南陽市
	町名
	価格負担額

	
	
	
	
	個人負担
円

	
	氏名
	印
	電話
	

	
	
	
	
	市補助金
円

	メーカー名
容量等
購入基数
価格
	製造メーカー(　　　　　　　　　　)

容量又は1日処理能力(　　　　　　　)

購入基数(　　　　　　基)

価格(　　　　　　円)
	

	
	
	取扱業者名


様式第4号
　
委任状
　
　　　　　　　　　　様
　
　上記の者に南陽市生ごみ堆肥化処理器設置補助金の請求及び受領の一切を委任いたします。
　　　　平成　　年　　月　　日
委任状　住所　　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　印　　　
様式第5号
南陽市生ごみ堆肥化処理器設置補助金交付請求書
　南陽市生ごみ堆肥化処理器設置補助金交付要綱第11条の規定により、南陽市生ごみ堆肥化処理器設置補助金の交付請求します。
　
　請求金額　金　　　　　　　　　　　　　円　
内訳
	処理器名
	メーカー名
	容量等
	単価
	基数
	金額

	　
	　
	　
	　
	　
	円

	　
	　
	　
	　
	　
	円

	　
	　
	　
	　
	　
	円

	　
	　
	　
	　
	　
	円

	合計
	　
	　
	　
	　
	円


　
　　平成　　年　　月　　日
　　南陽市長　　　　　　　　　　　殿
　　　　　　　　　　　　　指定販売業者
住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　印　
様式第6号
平成　　年　　月　　日　　
南陽市生ごみ堆肥化処理器販売業者指定申請書
　南陽市　　　　　　　　　　殿
　南陽市生ごみ堆肥化処理器設置補助金交付要綱第14条第2項により、生ごみ堆肥化処理器販売業者として指定を申請します。
　また、販売処理器については、下記のとおりです。
	会社名
(商店名)
	印

	所在地
(住所)
	　

	代表者名
	印

	電話番号
	　

	その他
	　


記
　
　販売処理器は、以下のものです。
	処理器名
	メーカー
	処理器名
	メーカー

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　


様式第7号
南陽市生ごみ堆肥化処理器販売業者指定通知書
　
　　　　　　　　　殿
　平成　　年　　月　　日付けで申請のあつたことについて、南陽市生ごみ堆肥化処理器設置補助金交付要綱第14条第3項により、生ごみ堆肥化処理器販売業者として指定します。
　また、販売処理器については、下記のとおりとします。
記
	処理器名
	メーカー
	処理器名
	メーカー

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　


　
　　平成　　年　　月　　日
　
南陽市長　　　　　　　　　　　　印　　
